
　【電子入札】 事後審査型一般競争入札（建設工事）の流れ図

事後審査型一般競争入札とは、あらかじめ概要などを示した公告を行い、広く一般に
入札参加希望者を募り、全員が入札に参加する方法です。
事後審査型一般競争入札に参加する場合は、まず、入札参加申込書を提出します。
提出された申込書はシステムにて受付票が発行され、入札参加申込書を提出した
全ての業者が入札に参加できます。
開札後に落札候補者の審査を行い、落札者の決定を行います。

　入札案件登録 　調達案件検索

（市のホームページにて公告） （ＪＶの場合は代表構成員のICカードを使用）

　入札参加申込書の提出

　入札参加受付票の確認

入札書提出(積算内訳書の添付）

　入札書受信確認通知の確認

　入札書受付票の発行 　入札書受付票の確認

　入札締切通知書の発行 　入札締切通知書の確認

　積算内訳書の確認

　開札状況登録（事後審査）

　開札結果承認 　落札候補者決定通知書の確認

　事後審査書類の提出
審査

　開札状況登録

　開札結果承認 　落札決定通知書の確認

　入札参加申込書受付票の
  発行（自動）

発注者 （JVの場合は代表構成員）

入札参加者


